
第１２回教育委員会（定） 
 

 

開会日時  令和２年５月７日（木）午前 ９時００分～ ５月８日（金）１７時 

 

開会方法  メール会議 

       令和２年４月７日付 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項の規定

に基づく、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことを受

け、新型コロナウイルス拡大防止対策のため、メール会議による表決をもって教育

委員会の決議に代える 

 

評 決 者 

 

  教 育 長  中 川 修 一 

  委 員  高 野 佐紀子 

  委 員  青 木 義 男 

  委 員  松 澤 智 昭 

   委 員  長 沼   豊 

 

事務局職員 

  事 務 局 次 長  藤 田 浩二郎    地域教育力担当部長  湯 本   隆 

  教育総務課長   近 藤 直 樹    学 務 課 長  星 野 邦 彦 

  生涯学習課長   家 田 彩 子    地域教育力推進課長  諸 橋 達 昭 

  指 導 室 長  門 野 吉 保    教育支援センター所長  平 沢 安 正 

  新しい学校づくり課長  渡 辺 五 樹    学校配置調整担当課長  浅 子 隆 史 

  施設整備担当副参事  千 葉 亨 二    中央図書館長   大 橋   薫 

 

 

署 名 委 員  

          教育長  

 

          委 員  

 

 

経 過 

５月７日（木）９時 メールにて各委員に議案を送付し、ご意見ご質問を募る。 

５月８日（金）前日のご意見等への回答等を各委員へ送付。 

５月８日（金）１７時 原案どおり可決する 



１ 議  案         

議案第33号 東京都板橋区教育委員会に設置された機関等の書面による会議の開催等に 

関する規則        

  

２ 臨時代理 

（1）新型コロナウイルス感染症拡大防止のための板橋区立小・中学校・幼稚園の臨時休業の 

延長について 

           

３ 報  告          

(1) 人事情報（都費職員・令和２年４月分） 

    （区費職員・令和２年４月分） 

(2) 「区立幼稚園のあり方検討会」中間報告について 

(3) 第 8回いたばし自由研究作品展事業の実施について 

(4) 社会教育施設の臨時休館・休業等について 

(5) 板橋区立図書館の臨時休館について 

   

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告(2)「区立幼稚園のあり方検討会」中間報告についての非公開について 

令和２年第２回区議会定例会で審議を予定している案件であるため、非公開とすることを提案

し、異議なしのため、資料及び審議内容を非公開とする。 



質疑応答の内容について 

 

１ 議  案         

議案第33号 東京都板橋区教育委員会に設置された機関等の書面による会議の開催等に 

関する規則   

       

青木委員    ご提案の通りでよろしいかと思いますが、内容によってはオンライン会議が必

要な場合がでてくるのではないかと感じています。私たちの職場でも当初メール

審議でしたが、質疑応答が多すぎて、事務局の対応が追い付かず結局オンライン

会議になりました。会議録画もできますし、質疑応答の趣旨も伝えやすく、使え

るようになれば大変合理的だと多くの教職員の賛同を得ています。現場の先生方

との会合にも使えることを踏まえてご検討いただければと思います。 

 

教育総務課長    オンライン会議の導入に向けて検討を開始します。第10回以降はメール会議で

開催しましたが、送信・返信の繰り返し作業での会議では、やはり時間や作業効

率等の点でデメリットがあります。委員のご意見・ご助言をいただきながら、技

術的な手法や経費、会議の公開・傍聴の手続等を整理しながら早期に導入できる

よう検討を進めたいと思います。 

 

２ 臨時代理 

（1）新型コロナウイルス感染症拡大防止のための板橋区立小・中学校・幼稚園の臨時休業の 

延長について 

 

青木委員    状況変化に応じてこまめに検討を繰り返し、短い期間で延長されることはよろ

しいかと思います。現状で課題となっているのは、３密を避けた開校後の分散登

校・分散授業の運用方法です。開校や延期のご判断はできるだけ早い段階での決

定周知が望まれていることもありますが、開校後の完全な通常授業に戻していく

運用を段階的にご計画された方が賢明と思います。現在、大学でも開校後の段階

的な運用を学生の立場に立って詳細に検討している段階です。 

 

学務課長    ご指摘のとおり、３密を避けるためには分散登校、分散授業の運用が学校運営

の鍵になると考えています。対応の具体化に向け、検討を進めてまいります。 

 

指導室長    緊急事態宣言に基づく東京都の緊急事態措置が延長され、本区でも臨時休業を

延長することとなりました。各学校では、５月７日（木）以降、一日の生活スケ

ジュールとともに、１週間分の学習予定表「家庭学習プログラム」を作成し配布

しました。また、新たに新学年の教科書に準拠した課題や、課題に取り組むため

の学習の進め方を作成し、併せて配布しました。また、動画配信につきまして

は、教育委員会からは特別講座や教科指導の作成・配信を進めており、各学校か



らも配信を始めたところです。 

        今後は、希望する子供たちを対象に、１８日（月）からは週１回、２５（月）

からは週２回、学校で学習支援が受けられる体制を整えていけるよう計画してい

るところです。 

 その先の学校再開時には、まずは、学級の半数の子ども達を対象にした午前授

業から始める予定です。３か月にわたり学校生活から離れていた子供たち、様々

な不安やストレスを抱えて登校してくるわけですから、もとの学校生活のリズム

を取り戻せるよう１単位時間を短くし休み時間を長くするなど、生活空間や生活

時間にゆとりも持たせられるよう工夫したいと考えています。また、午後の時間

を活用して、子供たちの相談に応じたり遅れた学習を補習したりするなどの時間

に当てたいと考えています。このような分散登校を２週間ほど続けた後に、通常

の学級での午前授業に移行し、その後全日授業、学校行事の実施、部活動の再開

などと、子供たちの状況を踏まえながら段階的に再開していく予定です。もとの

状況に戻るには、１カ月程度は必要でないかと考えています。 

 

松澤委員    もう少し時間がかかってしまいますが、通常に戻るまでの期間も慎重にご対応

願います。 

 

           

３ 報  告     

（1）人事情報（都費職員・令和２年４月分） 

       （区費職員・令和２年４月分） 

      

(2)「区立幼稚園のあり方検討会」中間報告について 

  【非公開】 

 

(3) 第8回いたばし自由研究作品展事業の実施について 

 

高野委員    毎年素晴らしい作品が多く、特に昨年の最優秀賞・優秀賞について板橋区だけ

でなく多くの方に作品の素晴らしさを知っていただきたいと感じていました。今

回から全国的なコンテストに推薦することになったことは大変結構なことだと思

います。子どもたちの意欲関心が高まることを期待しています。 

 

生涯学習課長    ご意見ありがとうございます。子どもたちの意欲や関心、探求心が育まれるよ

う、自由研究作品展事業について、しっかりと周知を図っていきます。 

 

長沼委員    中学生の応募数を増やすことが求められますが、今年度は何か手立てはありま

すか。 

 



生涯学習課長     ご意見ありがとうございます。ご意見を受け、今年度は応募対象となる作品

について、児童生徒への周知を各校長に依頼する項目を資料に追加させていた

だきました。 

また次年度以降につきましては、中学生の応募数が増加するよう、応募の具

体的なテーマ名等も掲載するなど周知方法を工夫してまいります。 

 

(4) 社会教育施設の臨時休館・休業等について 

 

(5) 板橋区立図書館の臨時休館について 

 

その他 

高野委員    「緊急事態宣言」が延長された大変な状況の中、事務局・学校関係者の皆様に

はそれぞれの持ち場で最善の努力を尽くしていただいていることに感謝申し上げ

ます。教育委員会ホームページから教育支援センターや各学校の動画配信など子

どもたちに直接呼びかける取り組みを視聴しています。自分の学校だけでなく他

の学校の楽しくてためになる動画を共有できるといいなと思っています。学校再

開に向けこれからもよろしくお願いいたします。 

 

松澤委員    小中ＰＴＡ連合会との連携については慎重にご対応お願いいたします。くれぐ

れも未確定な情報や不安要素等また学校再開や休業についての案件などデリケー

トな問題等慎重にお願いしたいと存じます。板橋区の現状のネットワークの確認

と中学校におけるオンライン授業の実現が可能かどうかなど 

 

学務課長    小中ＰＴＡ連合会からも意見を伺いながら進めていきます。 

未確定情報による混乱や、不安要素等を取り除けるような対応など、いずれに 

ついても丁寧な情報発信を行う必要があると認識しており、学校再開や休業中の

対応なども含め、今後とも適時適切な情報発信に努めます。 

 

地域教育力推進課長    小中P連との連携については慎重に対応していきます。 

 

教育支援センター所長    ネットワークの現状については、本年２月頃から各校での回線がつながりにく

い状況が散見されるようになりました。これは、各校での授業でのインターネッ

ト活用状況が進んだことが要因であります。このため、その回線を現状の100Ⅿ

ｂｐｓから１Ｇｂｐｓへと、より高速化するために、国の補助金を活用しなが

ら、６月補正予算にて整備を進めていく予定でございます。 

 また、オンライン授業につきましては、休校延長の状況を予想し、小中学校校

長会と協議を進め、その実施に向けて検討準備を進めており、週明け１３日以降

には、全校でＹｏｕＴｕｂｅを利用した、オンライン授業の配信を進める予定で

ございます。なお、いわゆる双方向型のオンライン授業につきましては、現在研



究・検討を進めているところでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議事について 

 

１ 議  案         

 

議案第33号  東京都板橋区教育委員会に設置された機関等の書面による会議の開催等に関する 

規則 

  

議案第３３号については、原案のとおり可決しました。 

 

２ 臨時代理 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止のための板橋区立小・中学校・幼稚園の臨時休業

の延長について 

 

教育長が臨時に代理した上記の件については、承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


